
令和７年度いの町立小中学校用複合機 

設置及び保守業務仕様書 

 
1 件名 

令和７年度いの町立小中学校用複合機設置及び保守業務（7い教委第 88号） 

 

2 契約金額 

契約金額は、本仕様書中、「７ 搬入、設置及び機器設定」に示す初期費用及び「８

保守業務内容」に示す５年間分の保守業務経費を合算して算定するものとする。 

なお、年間基本印刷枚数は 311.4万枚（カラー・モノクロ問わず）として算定する

こと。 

 

3 設置機器及び仕様 

別表１のとおり 

 

4 設置場所（保守履行箇所）及び設置機器 

  別表２のとおり 

 

5 契約内容 

以下の事項を包括した契約内容とし、定額翌月払いとする。なお年間基本印刷枚数

は毎年９月１日から翌年８月３１日の印刷枚数とし、それを超過した枚数は、毎年８

月末で集計し精算するものとする。 

（１）設置機器の賃貸借料金 

（２）設置機器の保守業務料金 

（３）設置機器の使用料金 

（４）設置機器対応の消耗品（インク、メンテナンスボックス、その他設置機器に 

付随する消耗品とする。ただし用紙は含まない。） 

  （５）設置機器の搬入、機器設定業務料金 

 

6 設置期限及び契約期間 

 令和７年８月３１日までに設置し、正常に稼働することを確認すること。 

なお、詳細な設置日については、いの町と協議のうえ決定すること。 

契約期間は、令和７年９月１日から令和１２年８月３１日までとし、長期継続契約

とする。 

 

7 搬入、設置及び機器設定 

（１） 搬入、設置、設定作業等 

受注者は、複合機の設置にあたり、下記の作業を行うこと。設置に要する費用は

受注者が負担すること。 

① いの町が指定する箇所へ搬入、設置、組み立てを行うこと。原則として、

平日の８時３０分から１７時００分までの間に作業すること。 

② ＩＰアドレス等の設定を行い、ネットワークに接続すること。 



③ 各学校内クライアントパソコンに対して、複合機のドライバをインストー

ルすること。（各校約１０～２０台程度） 

（２） 既存保守業者との調整 

一部の小中学校では、令和 7年 8月 31日までの契約で、㈱デュプロ高知営業

所に複合機の設置・保守業務を委託しているため、更新にあたっては、学校

事務に支障が無いよう、㈱デュプロ高知営業所及びいの町と協議の上、設置

作業を行うこと。 

（３） その他 

① 納入品は全て新規製品であること。 

② 今後のパソコン更新などを踏まえ、ドライバのインストール、スキャン、

プリンタ機能の設定方法について、取扱説明書とは別に、システム管理者用の

簡潔なマニュアルを作成すること。 

③ 複合機設置に際しては、機器の操作方法についての簡単な説明を行うこと。 

④ 設置完了時点でいの町の検査を受け、その結果が不合格の場合には、いの

町の指示に従って、可及的速やかに当該機器を完全な代替機器と交換すること。 

 

8 保守業務内容 

保守とは、障害時の復旧を指すものとし、学校が複合機を常時正常な状態で使用で

きるよう、以下の保守体制及び消耗品の供給体制をとることとする。 

なお、消耗品は、インクや交換部品等、複合機を使用するために必要となる全ての

もの（用紙を除く。）とする。 

（１）消耗品は、不足し業務に支障の出ることのないよう、充分な供給体制を確保す

るとともに、必要と認められる場合は予備の備え付け若しくは配送等により速や

かに供給を行うこと。 

（２）消耗品の回収については、受注者の責任において、いの町の指定する場所から

定期的又はいの町の要求時に迅速かつ適法に処理すること。 

（３）機器に不具合が生じた場合には、原則として、平日の８時３０分から１７時０

０分までに発生した障害に対応することとし、いの町からの連絡後１時間以内に

作業の実施または作業開始予定時間の連絡が実施できること。また、設置場所で

の修理が困難であり、工場等に引き取って修理する場合には、代替機を設置する

こと。 

（４）日本語での対応ができること。 

（５）保守及び消耗品供給の連絡先を複合機に表記すること。 

（６）支払金額の算出根拠となるメーター確認を行うこと。なお、確認方法について

は、いの町と協議のうえ決定すること。 

（７）実際の保守業務にあたっては、調達物件のメーカー又は純正部品の供給を受け

て作業を実施することが可能な代理店や取扱店等が行うこと。 

 

9 その他 

以上の他、本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上必要なもの

は、随時いの町の指示を仰ぐこと。  



設置機器及び仕様 

品名 数量 規格・型番等 

複合機Ａ ７台 セイコーエプソン LX-10050MF（FAXあり・カセット 4段） 

複合機 B ３台 セイコーエプソン PX-M7090FX（FAXあり・カセット 4段） 

複合機 C ９台 セイコーエプソン PX-M7090FX（FAXあり・カセット 2段） 

 

※同等品は不可とする。ただし、PX-M7090FX については、後継機

の PX-M8010FX に限り可とする。 

  

別表１ 



 

設置場所（保守履行箇所）及び設置機器 

 

 

Ｎ

Ｏ 

設置場所 

（保守履行箇所） 
住所 

設置機器 

複合機

Ａ 

複合機

Ｂ 

複合機

Ｃ 

1 枝川小学校 いの町枝川 2964番地 1 １  １ 

2 伊野南小学校 いの町八田 2321番地 １  １ 

3 伊野小学校 いの町柳町 12番地 １  １ 

4 川内小学校 いの町鎌田 216番地  １ １ 

5 神谷小中学校 いの町神谷 694 １  １ 

6 吾北小学校 いの町小川西津賀才 553番地  １ １ 

7 伊野中学校 いの町 1152番地 １  １ 

8 伊野南中学校 いの町八田 2300番地 １  １ 

9 吾北中学校 いの町上八川甲 3047 １  １ 

10 
いの町学校共同事

務室 
いの町 1152番地  １  

合 計 ７ ３ ９ 

 

 

別表 2 


